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   高岡市低入札価格調査制度要領 

平成17年11月１日 

 

１ 趣旨 

  この要領は、低入札価格調査（地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第

167条の10第１項又は第167条の10の２第２項(同令第167条の13においてこれらの

規定を準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該契約の内容

に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、その者を落札者とせ

ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価

格をもって入札をした者を落札者とすることができる場合において、当該契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度を

いう。）の手続について定めるものとする。 

 

２ 対象となる入札 

  予定価格が130万円を超える工事（以下「適用工事」という。）の入札を対象と

する。 

 

３ 調査基準価格 

 (１) 適用工事の入札に当たり予定価格設定者は、予定価格のほか、相手方とな

るべき者の入札する価格によっては、その者により当該契約の内容に適合し

た履行がなされないおそれがあると認められる場合の価格（以下「調査基準

価格」という。）を定め、予定価格調査書にその価格を記載する。 

 (２) 調査基準価格は、予定価格の算出の基礎となる次の表の左欄に掲げる費用

に同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。ただし、当該合

計額が、予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額（以下「上限額」という。）

を超える場合は上限額を、予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額（以下

「下限額」という。）に満たない場合は下限額を調査基準価格とする。 

直接工事費 100分の97 

共通仮設費 100分の90 

現場管理費 100分の90 

一般管理費 100分の68 
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４ 入札参加者への周知 

  適用工事の指名通知書又は発注公告に、調査基準価格を設けたことを明記する。 

 

５ 失格基準価格 

(１) 予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格に満たない価格をもって

入札をした者（以下「失格基準価格算定対象者」という。）がある場合は、

失格基準価格算定対象者（失格基準価格算定対象者が３者に満たない場合

は、入札参加者のうち、入札価格が低い者から順に３者）の入札価格を平均

した額に10分の９を乗じて得た額（１円未満切捨て）を失格基準価格として

設定する。 

(２) 失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が失格基準価格に満たない

者は、失格とする。ただし、当該者の入札価格が、予定価格の算定の基礎

となった次の表の左欄に掲げる費用に同表の右欄に掲げる割合を乗じて

得た額の合計額（(3)において「合計額」という。）以上となる場合は、こ

の限りでない。 

直接工事費 100分の85 

共通仮設費 100分の85 

現場管理費 100分の90 

一般管理費 100分の55 

(３) (２)の規定にかかわらず、(１)に規定する入札価格を平均した額を算定で

きない場合においては、失格基準価格算定対象者のうち、入札価格が合計額に

満たない者は、失格とする。 

(４) (１)から(３)までの規定は、工場生産品等（納品時に仕様を満たすことの

検査を行うこと等により、品質が確保されるものと認められるものに限る。）

の設計額が直接工事費の10分の７に相当する額を超える場合には、適用しな

い。 

 

６ 落札者の決定等 

(１) 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、調査基準価格以上の入札

が行われた場合には、最低の価格をもって入札した者を落札者又は落札候補者

とし、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札執行者は、入札者

に対し、落札者又は落札候補者の決定を保留し、後日結果を通知する旨を告げ
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て入札を終了する。 

(２) １者が工事の低入札価格調査の対象者であった場合で、当該調査が終了す

る前にその者が参加している別工事の開札日が到来した場合には、その別工

事の開札結果の決定は当該調査が終了するまで一旦保留する。 

(３) (２)の低入札価格調査の結果、当該調査対象者が落札者となった場合にお

いては、別工事におけるその者の入札は当該調査対象業務の完成検査前に

行った入札とみなし、無効とする。 

(４) (３)の場合、別工事における落札者もしくは低入札価格調査対象者となる

者は、最初に低入札価格調査を行った工事の調査対象者以外の最低価格応札

者とする。 

(５) １者が２以上の案件において調査基準価格を下回る入札をした場合は、予

定価格の高いものから調査を行うこととする。 

 

７ 調査の実施 

 (１) 調査担当者は、次に掲げる者とする。 

    設計担当課長及び契約担当課長 

 (２) 調査方法 

    調査担当者は、失格基準価格算定対象者（失格者を除く。）のうち、予定価

格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者（以下「最低価格入札

者」という。）が落札者とされた場合において、当該契約の内容に適合した

履行がなされないおそれがあるかどうかを具体的に判断するため、（３）に

定める項目について、最低価格入札者から事情聴取及び関係機関への照会等

により調査を行い、その結果及び意見を記載した低入札価格調査書（様式第

１号）を作成する。 

 (３) 調査項目 

  ア 当該価格により入札した理由（必要に応じ当該入札価格に対応する内訳書

を徴する。） 

  イ 資材の量、調達及び労務者の供給見通し（市場価格より低い価格で調達が

できる場合は、その理由） 

  ウ 手持ち工事の状況 

  エ 過去の工事成績等 

  オ 信用状況 
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  カ アからオまでに掲げるもののほか、必要な事項 

 

８ 低入札価格審査会の審査及び意見の表示 

 (１) 契約担当課長は、様式第２号により低入札調査結果を、11に定める低入札

価格審査会に提出し、その意見を求めるものとする。 

 (２) 低入札価格審査会は、契約担当課長から意見を求められたときは、必要な

審査をし、様式第３号により意見を表示するものとする。 

 

９ 低入札価格審査会の意見に基づく落札者の決定 

 (１) 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入

札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がなされると認めた

ときは、最低価格入札者を落札者とする。 

 (２) 契約担当課長は、低入札価格審査会の表示した意見に基づき、最低価格入

札者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がなされないお

それがあると認めたときは、最低価格入札者を落札者とせず、最低価格入札

者の次に低い価格をもって入札をした者（以下「次順位者」という。)を落

札者とする。 

 (３)  (２)に規定する場合において、次順位者が調査基準価格に満たない価格を

もって入札をした者であるときは、７及び８並びに(１)の規定による手続

((４)において「落札者決定手続」という。)を経て、落札者とするかどうか

を決定するものとする。 

(４) (３)の規定による落札者決定手続を経た結果、次順位者の入札価格によっ

ては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたとき

は、次順位者の次に低い価格をもって入札をした者(調査基準価格に満たさ

ない価格をもって入札をした者に限る。)から順に、落札者決定手続を経て、

落札者を決定するものとする。 

 

10 入札者への通知 

 (１) 契約担当課長は、９の（１）により最低価格入札者を落札者と決定したと

きは、直ちに最低価格入札者に対し様式第４号により落札した旨を知らせる

とともに、他の入札者全員に対し様式第５号によりその旨を知らせるものと

する。 
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 (２) 契約担当課長は、９の（２）から（４）により次順位者を落札者と決定し

たときは、直ちに最低価格入札者に対し様式第６号により落札者としない旨

を、次順位者に対して、様式第７号により落札者となった旨を通知するとと

もに、その他の入札者全員に対して様式第５号により次順位が落札者となっ

た旨を知らせるものとする。 

 

11 低入札価格審査会の設置 

  ８の（２）に定める審査を行うため、低入札価格審査会を設置するものとし、

その構成員は、次のとおりとする。 

(１) 総務部長（会長） 

 (２) 設計担当部長（会長職務代理者） 

 (３) 当該工事担当課長 

 (４) 契約担当課長 

 

12 受注の制限 

（１） 調査基準価格を下回る価格で落札した者は、当該工事の完工検査が終了

するまで、市が発注する当該工事と同種の工事の入札に参加することができ

ない。 

（２） 低入札価格調査を経て契約した工事の成績が75点未満であった場合にお

いて、その者による以降の全ての工事での調査基準価格を下回る入札につい

ては、当該工事の完成検査後から翌会計年度末までは、低入札価格調査を行

わず、無効として取り扱う。 

 

13 技術者の配置 

 （１） 低入札価格調査の対象工事における技術者の配置については、次に掲げ

る場合の区分に応じそれぞれに定めるものとする。 

   ア 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられている工事の場

合 専任配置が義務付けられている技術者とは別に、同法の規定により監

理技術者の配置が義務付けられている工事にあっては監理技術者の資格を

有する者を、それ以外の工事にあっては主任技術者になり得る資格を有す

る者を１人、専任配置するものとする。この場合において、これらの工事

に配置する技術者は、請負者と３か月以上の雇用関係にある者に限る。 
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   イ 建設業法の規定により技術者の専任配置が義務付けられていない工事の

場合 同法の規定により配置が義務付けられている技術者を、専任配置す

るものとする。 

 （２） （１）アにより別に配置される技術者は、監理技術者等を補助し、監理

技術者等と同様の職務を行うものとする。 

 

14 調査項目の履行の確認 

契約担当課長は、７の規定により実施した調査の結果が履行されているかどう

かを確認するため、調査基準価格を下回る価格で落札した者に実績の報告を求め

ることができる。 

 

15 工事成績評定 

低入札価格調査の対象工事においては、契約請負額300万円未満の場合におい

ても評定を行うものとする。 

 

附 則 

 この要領は、平成17年11月1日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成21年6月1日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公告

を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成23年9月1日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公告

を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

 この要領は、平成25年１月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 

   附 則 

 この要領は、平成25年８月19日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。  

   附 則 

この要領は、平成27年４月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 
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   附 則 

この要領は、平成27年８月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、平成28年５月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

この要領は、平成29年４月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

この要領は、令和元年10月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

この要領は、令和４年７月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 

附 則 

この要領は、令和６年６月１日から施行し、同日以降に指名の通知又は入札の公

告を行う工事に係る入札から適用する。 
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様式第1号 

低 入 札 価 格 調 査 書 

 

調査担当責任者              

調査書作成年月日      年  月  日 

 

案件番号  工事種別  

工 事 名  

工事場所  

工事概要   

最低価格入札者   

最低入札価格   入札日   

調査基準価格   予定価格   

調

査

事

項 

ア その価格により入札した理由 

イ 資材の量、調達及び労務者の供給見通し 

ウ 手持ち工事の状況 

エ 過去の工事成績等 

オ 信用状況 

カ その他 

 (所見) 

(注) 調査担当責任者は、適用工事の工事担当課長とする。 
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様式第2号 

年  月  日 

 

    低入札価格審査会長 

  総務部長              様 

 

 

管財契約課長          

 

低入札価格の調査について 

 

 このことについて、別添のとおり資料を提出するので、当該低入札価格について審査し、

    年  月  日( )までに書面により意見を表示願います。 
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様式第3号 

 

低入札価格の調査結果について 

 

低入札価格審査会長        

総務部長             

 このことについては、下記のとおりです。 

 

記 

 

審査日      年  月  日  

案件番号   工事種別   

工 事 名   

工事場所   

最低価格入札者   

最低入札価格   入札日   

調査基準価格   予定価格   

(意 見) 

(審査結果) 

(注) 審査結果欄には、「当該最低入札価格は妥当である。」又は「当該最低入札価格は妥

当でない。」と記載する。 
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様式第4号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

高岡市長         

 

 

入 札 結 果 通 知 書 

 

     年  月  日指名競争入札に付した次の工事について、落札者の決定を保留

していましたが、貴社の入札価格によって当該契約の内容に適合した履行がなされるかど

うかを調査した結果、妥当と認め、貴社を落札者とすることに決定しましたので通知しま

す。 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 工事名 

 

 

3 工事場所    高岡市       地内 
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様式第5号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

高岡市長         

 

 

低入札価格の調査結果について 

 

     年  月  日   競争入札に付した次の工事について、落札者の決定を保

留していましたが、      を落札者とすることに決定しましたので通知します。 

 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 工事名 

 

 

3 工事場所    高岡市       地内 
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様式第6号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

入 札 結 果 通 知 書 

 

 

高岡市長         

 

 

     年  月  日   競争入札に付した次の工事について、落札者の決定を保 

 

留していましたが、調査の結果、貴社の入札価格では当該工事が契約の内容に適合した履 

 

行がなされないと認め、貴社を落札者としないことに決定しましたので通知します。なお、 

 

次順位者の      を落札者にしましたのでお知らせします。 

 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 工事名 

 

 

3 工事場所    高岡市       地内 
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様式第7号 

 

年  月  日 

 

        様 

 

高岡市長         

 

 

入 札 結 果 通 知 書 

 

     年  月  日   競争入札に付した次の工事について、落札者の決定を保

留していましたが、調査の結果、調査基準価格を下回る最低入札価格においては、契約の

内容に適合した履行がなされないおそれがあると認め、次順位者である貴社を落札者とす

ることに決定しましたので通知します。 

 

 

 

1 案件番号    第          号 

 

 

2 工事名 

 

 

3 工事場所    高岡市       地内 


